
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費

等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して

おります。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付

の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資

金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しま

す。

特例貸付の具体的な内容は裏面をご覧ください。また、具体的な

内容のご確認等は下記へお願いします。

貸付手続きの流れ

お
悩
み
の
方

申込み

茨城県
社会福祉協議会

相談支援

送付

貸付決定・送金

茨城県社会福祉協議会 電話：029-244-4559

受付時間 8:30～17:15 （土日・祝日含む）

市町村社会福祉協議会
又は

労働金庫店舗

＜お問合せ先＞

緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

電話：0120-46-1999 受付時間 9：00～21:00（土日・祝日含む）

お住まいの市町村の社会福祉協議会 ※別紙参照



主に休業された方向け（緊急小口資金）

■対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生計維持のための貸付を
必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

20万円以内
※ 従来の１０万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当

する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。
ｱ 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が
いるとき
ｲ 世帯員に要介護者がいるとき
ｳ 世帯員が4人以上いるとき
ｴ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要と
なった労働者がいるとき
ｵ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した
恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要と
なった労働者がいるとき
ｶ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸
付が必要な場合

■据置期間

１年以内

※ 従来の２月以内とする取扱を拡大。

■償還期限

２年以内

※ 従来の１２月以内とする取扱を拡大。

■貸付利子・保証人

無利子・不要

■申込先

茨城県内市町村社会福祉協議会

又は

中央労働金庫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を
行います。

主に失業された方等向け（総合支援資金）※

■対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、

収入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となってい

る世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

・（二人以上）月２０万円以内

・（単身） 月１５万円以内

貸付期間：原則３月以内

■据置期間

１年以内

※ 従来の６月以内とする取扱を拡大。

■償還期限

１０年以内

■貸付利子・保証人

無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、な

しの場合は年１.５％とする取扱を緩和。

■申込先

茨城県内市町村社会福祉協議会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

※総合支援資金のうち、生活支援費

赤字は従来の要件
を緩和したもの。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除する
ことができることとしています。
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社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 生活支援部

〒310-8586 水戸市千波町 1918
TEL：029-244-4559 　FAX：029-241-1434

資金を借り受けた方は、借入期間中に住所・氏名の変更、就労や生活状況等世帯の状況等
に著しい変更があったときは、速やかに県社協に届け出なければなりません。

借入申込にあたって、県社協が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行う
ために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会に照会することがありま
す。

借入申込時、また、貸付後に、脅迫的、暴力的言動等がある場合には、お申し込みの受付
をお断りする場合があるほか、必要に応じ警察と連携して対応いたします。

世帯構成員の確認のため、住民票（謄本）の提出をいただきます。

虚偽などの不正が認められた場合は、申込書を受理しません。また、申込受付後の場合は
貸付不承認、貸付後の場合は貸付金を全額返金していただくことになります。

生活保護受給世帯の場合や、従前から就業していない（収入の減少がない）場合は、貸付
の対象となりません。

申込受付後、茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という）で貸付審査を行います。審
査結果について書面での通知は後日郵送いたします。また、貸付不承認の場合、提出され
た借用書とともに不承認通知書を郵送いたします。なお、不承認理由をお答えすることは
できません。

貸付金の交付方法は、所定口座（本人名義）への振込みとなります。お振り込みまでに
は、緊急小口資金および総合支援資金ともに、申込日から1週間程度かかることがありま
すので、ご了承ください。また、書類の不備等によりお振り込みまでにお時間を要する場
合がございますが、連絡なく貸付不承認となることはございませんので、ご理解くださ
い。

貸付け後は、緊急小口資金の場合は据置期間１年以内、償還期限２年以内でのご返済、総
合支援資金の場合は据置期間１年以内、償還期限１０年以内でのご返済となります。ご希
望により繰り上げ返済や一括返済することも可能です。その場合は、県社協へご連絡くだ
さい。

総合支援資金の貸付を申し込みされる方で、過去に生活福祉資金の借入をし、令和2年3
月から過去1年の間、一度も償還のない方については、貸付対象外となります。

借⼊申込を希望される⽅へ

⽣活福祉資⾦ 借⼊申込にあたっての留意事項
（新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付）

お申し込みの前に、本書及び特例貸付のご案内のチラシをご一読いただき、内容をご理解
いただいたうえでお申し込みください。

今回の新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借り入れはできません。

申込みは、新型コロナウイルス感染症の罹患者等であるなどやむを得ない場合を除き、原
則として借り入れを希望する本人が申込手続きを行ってください。

上記申込に必要な書類の確認ができない場合や、身分証明書等と申込書に記載の氏名、
生年月日、住所等が一致していない場合は申込みができません。


